
 

陸  上  自  衛  隊  仕  様  書 

件 名 ２０ｆｔドライコンテナ賃貸借 

仕 様 書 番 号 

 

作成 令和７年 ６月 ３日 

変更 令和 年  月  日 

西部方面航空野整備隊 

1 総 則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は、陸上自衛隊高遊原分屯地（西部方面航空野整備隊）において、器材等

を一時的に保管するための２０ｆｔドライコンテナ賃貸借について規定する。 

1.2 リース期間 

1.2.1 （令和７年度）令和７年６月３０日～令和８年３月３１日 

1.2.2 （令和８年度）令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

1.2.3 （令和９年度）令和９年４月１日～令和１０年３月３１日 

1.3 関連文書 

仕様書：ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１Ｘ 陸上自衛隊装備品一般共通仕様書 

2 製品に対する要求 

2.1 状 態 

コンテナにへこみ、傷、塗装面の剥離及びコンテナ内部にオイル等の染みがないこと

（ただし荷役中における軽微なへこみ、地金が出ない程度の小傷及び床面のフォークリ

フトのタイヤ痕を除く。） 

2.2 規 格 

ＩＳＯ規格に規定される２０ｆｔドライコンテナ 

幅２．４ｍ、長さ６ｍ、高さ２．６ｍ 

2.2.1 扉面からの荷役が可能であること。 

2.2.2 数 量 

    ４本 

2.3 色 

OD 色又はそれに近い色であること。 

3 輸送に対する要求 

3.1 輸送実施時期 

土、日曜及び祝日を除くものとする。  

3.2 納 地 

 下記住所の指定された場所とし、分屯地敷地内では官側の誘導に従うものとする。 

熊本県上益城郡益城町大字小谷１８１２番地 陸上自衛隊高遊原分屯地内 

4 作業に対する要求 

4.1 納入要領 

コンテナは官側が指定する地域に業者側が設置するものとし、設置にかかる機材等 

は業者側において準備するものとする。 



 

 

細部は官側との調整による。 

4.2 撤 去 

 賃貸借期間を終了し、撤去に係る作業については、業者側が実施するものとし、撤

去にかかる機材等は業者側において準備するものとする。 

5 品質保証 

 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

6 安全管理 

コンテナの設置まで契約の相手方の責任において行うものとし、輸送及び設置作業中

に官側の物件などに損傷を与えた場合は契約の相手方が責任を負うものとする。 

7 秘密保全 

契約の相手方は、官側の許可なく分屯地内の施設に立ち入ってはならない。また分屯

地内で知り得た情報を外部に漏らしてはならない。 

8 その他 

 仕様書に疑義が生じた場合は契約担当官の指示を受けるものとし、また仕様書に定め

のない事項については契約担当官と協議し定めるものとする。  

 


